
○地域生活排水対策のためのモデル的な浄化槽整備事業を行う
自治体に対し、事業費の１／２を支援します。
○事業費 ５０億円

１．防災拠点における浄化槽整備モデル事業

２．先進的・省エネ型浄化槽普及モデル事業

３．大規模浄化槽の集中整備モデル事業

災害に強い実績を持つ浄化槽を災害時の避難所となる施設
（学校、公民館、公園等）に整備する事業

対象 地域の防災拠点に１基以上

○高度処理型浄化槽集中整備
浄化槽による窒素・リン処理等を進めるため、浄化槽整備モデル区域（３０戸以上）を設定
し、その概ね全域に高度処理型浄化槽を設置する事業

○省エネ型浄化槽集中整備
浄化槽整備モデル区域（３０戸以上）内の概ね全域に省エネルギー型浄化槽を設置する事業

対象となる省エネ型浄化槽
５人槽 ５２ワット以下
７人槽 ７４ワット以下
１０人槽 １０１ワット以下

人槽規模が比較的大きな浄化槽（２１人槽以上）を整備する事業

※本事業は、H20年度第2次補正予算の成立により実施されるものです。

連絡先
○環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 浄化槽推進室

℡ ０３－５５０１－３１５５
e-mail hairi-jokaso@env.go.jp



○都市規模別汚水処理人口普及率

（出典）下水道経営ハンドブック（平成19年）

地方自治体の負担分は、地域活性
化・生活対策臨時交付金（案）[繰越
明許費]の充当対象となります。

浄化槽市町村整備事業の例
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